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再発防止策の進捗状況に関するお知らせ 
 
当社は、平成26年2月14日付「第三者委員会の調査報告に基づく再発防止策について」にて、第三者 

委員会の調査結果を踏まえた再発防止策を公表し、再発防止委員会を中心として、全社一丸となって再発
防止に向けた取組みを進めております。 
現時点での再発防止策の進捗状況を下記のとおりご報告いたします。 

 
記 

 

１．組織改革によるコンプライアンス遵守体制の整備 

（1）再発防止委員会の設置及び機能強化 

①再発防止のための諸施策の検討・立案、再発防止活動のモニタリング等を行う再発防止委員会 

を設置（平成26年3月4日付）。 

②客観的に第三者の視点から再発防止のための諸施策の検討・立案を図るため、委員長を外部 

委員である入谷淳氏（弁護士／公認会計士）とし、新たに副委員長として政木道夫氏（弁護士） 

を追加選任（平成26年3月31日付）。 

  ③再発防止委員会の下に「ＴＯＭＡＳ再建委員会」を設置。退会者の皆様に対する返金について 

公正・公平かつ誠実な対応を進めてまいります（平成26年4月18日付）。 

※③については、平成26年4月18日付「退会者の皆様に対する返金に関するお知らせ」をご参照 

ください。 

 

（2）取締役会・監査役会・内部監査室の機能強化、管理部門の強化 

①経営の透明性を高め、公平性を確保し、取締役会による業務執行監督機能を一層強化するため、 

平成26年5月23日開催予定の第29回定時株主総会において、社外取締役2名を選定予定。 

②コンプライアンス重視の経営方針を再確認するとともに、その実効性を確保する体制とする 

ため、同定時株主総会において、弁護士1名を社外監査役に選定予定。 

③管理部門の強化を図るため、同定時株主総会において、管理部門担当役員を選定予定。 

④専従する内部監査室長を選任して内部監査室の強化を図り、監査役と連携した内部監査業務を 

開始（平成26年3月～）。 

※①から③については、本日別途開示しております「コーポレート・ガバナンス体制の改革に 

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

（3）子会社に対する経営管理機能強化 

当社内部監査室が直接子会社の内部監査を実施。まずは業務監査を中心とした子会社チェック 

機能体制を構築（平成26年3月～）。 

 

２．社内制度の改革 

（1）人事制度の改革 

 短期間の営業成績だけに基づく人事評価制度を根本から見直し、各社員の適性や総合的な 

貢献度等を考慮した新しい人事評価制度の導入を決定（平成26年4月～）。 

  

（2）内部通報制度 

   内部通報規程を制定し、内部監査室を社内の窓口とする内部通報制度の運用を開始（平成26年 

4月～）。継続して、外部の通報窓口についても設置準備中（平成26年5月中旬から運用開始予定）。 
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（3）全役員・全社員に対する不正防止のための継続的な研修の実施 

外部講師を招いて、コンプライアンス等に関する研修を実施（平成26年3月4日）。 

今後も定期的な研修を実施するとともに、ｅ- Learningによる全社向けの研修体制も準備中。 

 

３．業務についての改革 

（1）当社ＴＯＭＡＳにおける授業・講座に関する改革 

①受講期間が長期にわたる高額の契約を排除するため、従来の期限のない講習会は廃止し、基本 

的に通常授業（月謝制）へ一本化。従来の映像講座は定額の月謝制へ変更、Ｖトレ講座は教材 

費に内包するサービスへ変更（平成26年3月～）。 

  ②受講生徒の保護者と指導履歴の確認を行う仕組みを導入（平成26年4月～）。 

  ③売上計上システムを改訂し、授業実施した時間を契約内容通りに月次で売上計上する仕組みを 

今後構築。 

 

（2）株式会社名門会における授業・講座に関する改革 

   ①従来の割引制度(初回体験授業・特待生制度を除く)、無料サービス授業の廃止（平成26年3月～）。 

   ②売上計上システムを改訂し、授業実施した時間を契約内容通りに月次で売上計上する仕組みを 

を構築（平成26年3月～）。 

 

（3）退会時の手続の明確化 

①未消化授業が存在する状態で退会する場合の返金手続を明確化（平成26年3月～）。 

②平成25年11月時点（第三者委員会の調査実施時点）の未消化授業について、対象生への返金に 

 関する手続き、スケジュール等を明確化。 

※②については、平成26年4月18日付「退会者の皆様に対する返金に関するお知らせ」をご参照 

ください。 

 

 

当社は、今後もコンプライアンス重視の経営方針に基づき、再発防止に向けた取組みを積極的に推進 

してまいります。新たな取組み、各種施策の進捗状況につきましては、引続きお知らせしてまいります。 
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